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真は市民スキー場のリフト付近＞

　
市
民
待
望
の
ス
キ
ー
場

は
今
冬
開
設
を
め
ざ
し
工

事
を
急
ピ
ッ
チ
に
進
め
て

き
ま
し
た
が
、
こ
の
ほ
ど

総
面
積
約
五
万
七
千
平
方

材
の
用
地
に
上
、
中
、
初

級
向
き
．
の
ゲ
レ
ン
デ
が
完

成
し
ま
し
た
。
ま
た
、
夜

間
照
明
、
休
憩
所
、
駐
車

場
等
も
設
置
す
る
な
ど
本

格
的
な
市
民
ス
キ
ー
場
と

し
て
今
冬
オ
ー
ブ
ン
。
み

な
さ
ん
の
ご
利
用
を
望
ん

で
い
ま
す
。

　市は、

市
民
ス
キ
ー
場
の
建
設
に

つ
い
て
、
早
く
か
ら
用
地
の
確
保
に

努
め
て
き
た
の
で
す
が
、
よ
う
や
く

関
根
地
内
現
地
調
査
　
　
　
昭
和
四
土
ハ
年

用
地
買
収
等
地
主
と
の
懇
談
会
昭
和
四
土
ハ
年

用
地
買
収
等
地
主
と
の
契
約
昭
和
四
土
ハ
年

ス
キ
ー
場
造
成
予
定
地
刈
払
い
昭
和
四
十
六
年

休休造造
憩憩成成
＿　　工工月斤戸斤

　　事事
完入完入
成札成札

　
　
　
　
　
二
月
＋
九
日

　
　
　
　
　
八
月
＋
日

　
　
　
　
　
八
月
二
＋
日

　
　
　
　
　
九
月
五
日
～

　
　
　
　
　
＋
月
二
＋
七
日

昭
和
四
十
六
年
十
一
月
　
四
　
日

昭
和
四
土
ハ
年
十
一
月
　
三
十
日

昭
和
四
十
六
年
十
一
月
　
十
　
日

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
予
定

関
根
部
落
の
関
係
地
主
の
ご
協
力
に

ょ
り
、
総
面
積
約
五
万
七
千
平
方
厨

の
ス
キ
ー
場
用
地
が
得
ら
れ
、
今
冬

か
ら
市
民
の
み
な
さ
ん
の
利
用
に
供

し
た
い
と
急
ピ
ッ
チ
に
工
事
を
進
め

て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
市
民
ス
キ
ー
場
は
、
国
道
二

五
三
号
沿
線
（
関
根
地
内
）
に
あ

り
、
市
街
地
か
ら
わ
す
か
一
・
八
キ
。

厨
と
交
通
の
便
も
よ
く
、
ま
た
夜
間

照
明
施
設
も
完
備
す
る
た
め
、
昼
夜

を
問
わ
す
一
般
雨
民
か
ら
広
く
利
用

い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
．

　
開
設
時
間
は
降
雪
か
ら
雪
消
え
ま

で
の
朝
八
時
三
十
分
か
ら
夜
九
時
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

蔽
架
七
百
五
十

一
方
ゲ
レ
ン
デ
は
、
で
き
る
だ
け

写
自
然
の
地
形
を
生
か
し
、
斜
度
は
上

く
級
者
か
ら
中
級
者
、
一
般
家
族
向
き

　
　
と
多
彩
な
コ
ー
ス
が
つ
く
ら
れ
て
い

　
　
ま
す
。

　
　
　
コ
ー
ス
は
、
9
上
級
者
向
、
約
三

　
　
百
崩
と
二
百
耕
の
ニ
カ
所
、
口
中
級

　
　
者
向
、
約
三
百
厨
と
二
百
五
十
層
の

　
　
ニ
カ
所
日
一
般
向
と
し
て
約
七
百
五

　
　
十
駁
の
コ
ー
ス
が
と
ら
れ
、
自
然
の

公営住宅黒沢団地完成
入居希望者は早めにお申し込みを

　市は緑にかこまれた大黒沢地内に市営住宅ゆ戸を約1，

790万円で建築、さらに建築中の県営住宅36戸も完成し、

あわせて入居者を募集していますので入居希望者は早め

に市社会福祉事務所にお申し込みください。

　入居開始は市営、県営ともi2月中の予定です。この団

地は国道日7号線（大黒沢地内）から約200配ほど東に入

ったところですが、団地内周囲は6m道路で結ばれ、各

戸とも6～8坪の庭付となっています。

　入居資格　　入居資格のうち収入基準については（入

居資格の詳細は市報ゆ月号3ベージをご覧ください）昭

和45年1月1日から同年12月31日までの年収がつぎの場

　　　　　　　　　　　　　合、入居資格がありま

　　　　　　　　　　　　　す。例えば収入を得て

　　　　　　　　　　　　　いる人が1人で扶養家

　　　　　　　　　　　　　族が3人の場合、市営

　　　　　　　　　　　　　住宅入居資格者一一年

　　　　　　　　　　　　　収73万円以下く月額60

　　　　　　　　　　　　　，800円（賞与を含む）

　　　　　　　　　　　　　＞県営住宅入居資格者

　　　　　　　　　　　　　一年収73万円～1，01

　　　　　　　　　　　　　5，000円以下く月額84，

　　　　　　　　　　　　　500円以下（賞与を含

　　　　　　　　　　　　　む）〉　【写真は、黒

　　　　　　　　　　　　　沢団地の公営住宅】

す
。

　今後こ

の
ス
キ
ー
場
が
胃
き
に
こ

と
に
よ
り
、
冬
季
の
市
民
の
レ
ク
リ

ェ
ー
シ
ョ
ン
活
動
や
、
各
種
ス
キ
ー

大
会
の
開
催
、
ス
キ
ー
技
術
の
向

上
、
学
校
、
職
場
の
冬
季
体
育
活
動

の
利
用
な
ど
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

　
冬
は
や
や
も
す
る
と
運
動
不
足
に

な
り
が
ち
で
す
が
体
力
増
進
や
レ
ク

リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
市
民
ス
キ
ー
場
を

　　　◇3新型雪上車を配置3◇

このほど新型雪上車SM30型（10人乗り）が十日町市に配

置されました。これは国の豪雪対策の一っとして、県が豪

雪地に貸与したもので、価格は1台3，516，000円。

この経費は国が6分の4、県と市が各6分1を負担、今後モ冬

の足ヤとして圧雪や緊急人員、物資輸送などに活躍する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことになりま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す。

【写真は県か

ら貸与された

新型雪上車】

　
　
　
　
　
　
メ
ー

　
　
　
　
　
　
ト
ル

景
観
を
生
か
し
た
変
化
の
冨
ん
だ
ス

キ
ー
場
で
す
。

　
無
料
休
憩
所
等

　
も
設
置

　
市
民
ス
キ
ー
場
に
は
、
木
造
平
屋

建
（
九
四
・
四
平
方
焼
）
の
無
料
休
憩

所
も
設
け
ら
れ
、
千
八
百
五
十
五
平

方
厨
程
度
の
無
料
駐
車
場
（
約
六
十

五
台
収
容
）
も
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
十
日
町
リ
フ
ト
株
式
会
社

が
リ
フ
ト
の
運
転
も
行
な
っ
て
い
ま

實
桑
蹴

ルネン
　
　
　
　
　
山

ト
ー

箇なノ
　
　
　
高
田
耽

　
　
交
又
点

国県道除雪計画図

羅笥

　
　
ー
と
酔
舞
む
運
Σ
蒐
ノ
〆
〉
撃
，
〃
“
量
8
ー

ご
利
用
く
だ
さ
い
．
　
一
も
達
嘱
霧
と
し
て
も
利
用
す
㎜

　
ま
た
春
か
ら
秋
に
か
け
て
は
こ
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
　
　
　
　
m 1”1”””ill“”Illi””“”1“”“lmII

無
雪
化
を
さ
ら
に
推
進

今
冬
の
道
路
除
雪
計
画

”lll川“”1““1“i”“”“”

土
木
工
事

入
札
結
果

騎
党

〈
＋
一
月
一
日
V

▽
市
民
ス
キ
ー
場
造
成
工
事
（
関
根
）

　
落
札
者
　
　
（
株
）
村
山
土
建
　
　
落
札
額

く
十
一
月
十
三
日
V

▽
市
民
ス
キ
ー
場
便
所
、
休
憩
所
新
設
工
亭

　落札者

　
　
（
株
）
村
山
土
建
　
　
落
札
額

▽
市
民
ス
キ
ー
場
照
明
工
事

落
札
者
（
株
）
　
庭
野
電
商
会
　
　
落
札
額

L杢薄

千十日町駅
　　　　　　　安
　　　　姿　養
　　　　　　　寺

　　義
　　鍾
沢　板

冨
消訪

仁田　上野

一
i重i重藪全期『瑚　二車線確f呆を口標とする　（第　・鳳）

i全欄・鵜確保を騰とする（弟』種）　　川
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原
一…庫線の交通確f呆を原則とするが、状況によって
　　　　　5寺交通イ’能も　1も　を褐な　　　も　　　とする　　1糖 　稲》

　
国
県
道
の
除
雪
体
制

　
国
県
道
の
除
雪
計
画
に
よ
る
と
四

十
九
台
の
除
雪
機
械
を
そ
れ
ぞ
れ

十
日
町
、
川
西
、
津
南
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
配
置
し
、
前
年
に
比
べ
三
種
路

線
を
六
・
五
キ
。
材
延
長
す
る
総
延
長

一
一
六
・
四
キ
・
麿
を
除
雪
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　
市
道
の
除
雪
体
制

e
平
常
時
に
お
け
る
除
雪
、
口
緊
急

時
に
お
け
る
除
雪
に
分
け
、
第
一

種
、
第
二
種
、
委
託
、
雪
割
除
雪
路

線
と
第
一
種
圧
雪
、
第
二
種
圧
雪
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
線
の
六
種
類
に
区
分
し

　
　
　
除
雪
を
進
め
ま
す
。

　
　
　
　
除
雪
、
圧
雪
路
線
の
延

　
　
　
長
は
、
昨
冬
よ
り
約
二
十

　
　
　
キ
。
耕
伸
び
、
総
延
長
は
二

轍1通不能もII．むを得ないものとする〔

百
三
十
九
キ
。
層
と
な
り
ま

す
が
、
市
は
あ
ら
た
に
高

速
除
雪
グ
レ
ー
ダ
ー
一
台

を
購
入
、
昨
冬
配
置
の

ロ
ー
タ
リ
ー
車
を
含
め
六

台
の
除
雪
機
械
を
甲
心

に
、
多
数
の
民
間
保
有

除
雪
機
械
を
か
り
あ
げ
る

な
ど
に
よ
り
、
強
力
な
体

制
で
市
道
の
除
雪
計
画
路

線
の
除
雪
に
あ
た
り
ま

す
。
さ
ら
に
雪
害
対
策
聴

問
会
で
の
住
民
の
意
見
を
取
り
入
れ

除
雪
の
出
来
な
い
路
線
の
機
械
圧
雪

等
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
雪
中
の
急
患
輸
送
用
ス
ノ

ー
ボ
ー
ト
を
十
台
配
置
（
昨
年
十
五

台
配
置
、
市
内
総
数
二
十
七
台
）

し
、
大
型
雪
上
車
、
救
急
自
動
車
と

の
組
合
せ
に
よ
る
急
患
輸
送
体
制
の

．
万
全
を
期
す
る
ほ
か
、
特
に
本
年
度

は
、
山
間
地
の
主
要
公
道
の
雪
道
つ

け
実
態
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
し

て
い
ま
丁
。

　
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

一
、
駐
車
に
ご
注
意

　
新
潟
県
公
安
委
員
会
は
、
通
年
駐

ヨ
こ
レ

車
禁
止
区
域
の
ほ
か
、
冬
期
臨
時
駐

恵
禁
止
区
域
を
本
町
西
線
ほ
か
十
区

域
に
つ
い
て
定
め
ま
し
た
。

　
自
動
車
を
駐
車
禁
止
区
域
に
駐
車

し
て
お
き
ま
す
と
除
雪
作
業
に
大
変

迷
惑
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

ニ
、
屋
根
の
雪
お
ろ
し
に
ご
注
意

　
新
潟
県
道
交
法
施
行
細
則
で
路

上
に
雪
を
捨
て
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
や
む
を
え
す
路
上
に
雪
を
お
ろ
す

場
合
で
も
監
視
人
を
つ
け
な
い
で
降

ろ
し
た
り
、
道
路
一
杯
に
お
ろ
す
と

通
行
人
に
危
険
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
交
通
渋
帯
を
招
く
の
で
雪
お
ろ
し

の
際
は
路
側
へ
の
積
み
上
げ
な
ど
に

よ
り
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　　一固定資産税一
固定資産税とは、土地、家屋、償

却資産（事業用）を総称します。

固定資産税は毎年1月1日を賦課

期日とし、その所在市町村が固定

資産の所有者から普通徴収します。

税率はioO分の1．5です。

法定免税点は土地8万円、家屋5万

円、償却資産30万円となっており

免税点以下は課税されません。

四騙“””””Ililll””ll””1

市の

五
百
万
円

二
百
三
十
五
万
円

二
百
九
＋
万
円

　
交
通
事
故
を
な
く
し
明
る
い
年
末
、
年
始
を

　
冬
の
交
通
事
故
防
止
運
動
が
去
る
十
一
日
か
ら
全
国
的
に
展
開
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
年
末
年
始
は
、
人
と
車
の
往
来
も
激
し
く
、
ス
リ
ッ
プ
事
故
や
追

突
事
故
、
踏
み
切
り
で
の
列
車
事
故
な
ど
が
毎
伍
起
き
て
い
ま
す
．

　
し
か
も
こ
れ
か
ら
は
酒
を
飲
む
機
会
も
多
く
な
り
ま
す
が
、
交
通

事
故
な
ど
起
さ
な
い
よ
う
注
意
し
て
み
ん
な
そ
ろ
っ
て
明
る
い
年
末

年
始
を
迎
え
て
く
だ
さ
い
。

　
一
、
踏
切
道
の
横
断
は
列
車
に
十
分
注
意
す
る
。

　
二
、
冬
期
の
道
路
は
無
雪
に
な
っ
て
も
、
せ
ま
い
の
で
通
勤
通
学

　
　
等
は
一
列
歩
行
を
守
る

　
三
、
自
動
車
（
パ
イ
ク
）
は
必
す
ス
ノ
ー
タ
イ
ヤ
や
チ
ェ
ー
ン
を

　
　
装
備
し
、
ス
リ
ッ
プ
事
故
を
起
さ
ぬ
よ
う
十
分
注
意
す
る
。

　
　
ま
た
路
上
駐
車
は
絶
対
し
な
い
。

　
四
、
飲
酒
を
し
た
ら
絶
対
に
運
転
を
し
な
い
こ
と
。

　
　
児
童
手
当
制
度
に
所
得
制
限

　
児
童
手
当
制
度
は
直
接
三
人
以
上
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
た

め
、
そ
の
児
童
養
育
費
の
負
担
が
家
計
の
重
い
圧
迫
と
な
っ
て
い
る

人
を
対
象
に
考
え
ら
れ
た
制
度
で
す
が
、
（
昭
和
四
十
七
年
度
は
十

八
才
未
満
の
児
童
で
三
人
目
以
降
e
児
童
が
五
才
未
満
で
あ
る
こ

と
）
一
定
の
限
度
額
を
超
え
な
い
と
い
う
所
得
要
件
（
所
得
制
限
）

が
も
う
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
昭
和
四
十
五
年
の
所
得

金
額
（
収
入
金
額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
が
つ
ぎ
の
所
得
金
額
以
上
の

所
得
の
養
育
者
は
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
承
知
く

だ
さ
い
。
市
は
、
現
在
申
請
者
の
所
得
額
の
調
査
を
進
め
て
お
り
、

認
定
す
る
か
却
下
す
る
か
を
一
月
中
に
申
請
者
に
通
知
す
る
予
定
で

す
。
な
お
、
資
格
要
件
を
取
得
、
喪
失
さ
れ
た
方
は
そ
の
っ
ど
市
社

会
福
祉
事
務
所
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

扶養親族等
及び児童の数

昭和45年の
所得金額（限腐額）

0　人 1，046，000円

1　人 1，161，000円

2　人 1，276，000円

3　人 1，391，000円

4　人 1，506，000円

5　人 1，621，000円

6　人 1，736，000円

7　人 1，851，000円

8　人 1，966，000円

422
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¶‘　　　　工業続斜調査にご協力を〃

　12月31日現在で工業統計調査とその付帯調査

　として工業実態基本調査が実施されます。

　この調査は製造業に関するセンサス調査で調

　査の結果は各種の経済分析行政施策の基礎資料

　として利用されます。

　調査にあたっては調査員が調査票記入依頼に

　お伺いしますので指定された期日までに記入の

上調査員に提出してください。

　　　年末、年始の市役所事務

29日から1月3日まで平常事務は休ませてい

ただきます。

簡易保険積立金を黒沢団地建設などに融資

　このほど郵便局の簡易保険積立金から総額2，

図0万円の融資が決定いたしました。

内訳は公営住宅黒沢団地建設に390万円、川治

小学校増築に1，130万円、大池小学校津池冬季

分校新築工事に170万円、公園、道路、都市下水路

等の都市副画事業に450万円となっています。

なお、簡易保険積立金の融資は、簡易保険の

加入者が積み立てている保険料を郵政省が公共

施設の建設などに融資するものです。

　　　火の用心をお願いします

年の瀬もせまり何かと忙しい時節になりまし

たが、多忙のあまり、火の用心を忘れないよう

ご注意ください。

すでに市内に発生した火災は昨年同期にく崎）べ

14件多い40件に達し、4，300万円の損害額を出

しています。最近は科学燃料の使用と同時に暖

房もへやごとに使用するなど多くなってきてお

りますが、石油、プロパソガス等の取り扱い、

保管には十分ご注意ください。

　　　赤痢は冬でも発生します

最近中里村で赤痢の集団発生がありました。

このように赤痢は冬でも発生します。

◇赤痢の予防はまず手洗いから

　　　便槽に雑物を捨てないで〃

　し尿処理場に搬入されてくるし尿のなかには

色々な雑物が混入されています。

　これらの雑物は破砕機を損傷し、投入ポンプ

等の故障の原因となるばかりでなく、消化槽内

のスカム（未分解のカス）の発生を促進し作業

能率を低下させています。特に分解しないピ

ニール製品、布製品など便所に捨てないようご

注意ください。なお、降雪期近くなると便所の

汲み取り希望が殺到いたしますので、早目に汲

み取られるようお願いします。

認
■波間幸三さんIOO万円（消防庁舎建設資金30

万円、十小教育施設費30万円、産業公害防止対

策研究費20万円、雪害対策研究費20万円）

■三輪工業株式会社5万円、消防庁舎建設資金に

■十交タクシー9旧円、交通遺児の為に

■根婆啓三さん（学校町）5万円香典返し

■山内与喜男さん（本町2）3万円、交通安全会に

旧群馬県人会代表関口四郎さん2，000円

■樋ロヨキさん（神明町）5万円　香典返し

　　頓準小作料額についてお知らせ

標準小作料の額が下記のように決定しました

のでお知らせします。　（市農業委員会）

標準小作料の算定方式＝粗収益一（物財費＋

雇用労賃＋家族労賃＋資本利子＋公祖公課）＝

純収益

純収益一経営者報酬＝小作料

田ゆアール当りの標準小作料額はつぎのとおり

農地区分　標準小作料額　備考
第1級地　　　17，000円　　　平坦地

第2級地　　　13，000円　　　平坦地

第3級地　　　10，500円　　　山間地

第4級地　　　5，500円　　　山間地

　藁歳末たすけあい運動にご協力をヤ

市社会福祉協議会では、みんなそろって明る

いお正月を迎えていただくために被保護世帯や

要保護世帯、ねたきり老人、重度心身障害児者

長期入院患者、施設入所者等に歳末見舞金を送

ることにしています。広く市民のみなさんのご

協力をお願いします。

1．期　　間　12月1日～12月3旧

2，受付場所　共同募金会十日町支会（市社会

　　　　　福祉事務所内）

　　　運転者からのお願い
雪や雨が降っているときや、夜間などは車の

運転している人から歩行者がよく見えません。

夜間歩行者が歩くときは、黒い衣類は出来るだ

けさけ運転者の目につく明るい色のものを身に

つけるか、懐中電灯を携行してください。

土市、下条局がダイヤル式電話に切り替え

■1月14日から土市、下条局がダイヤル式に切

　り替えられ、土市地区8局、下条地区5局とな

　り、十日町局に合併し市内通話となります。

■土市、下条局の市外局番は02575に変更され

　ます。

■ダイヤル式電話に切り替えと同時に多数の方

がいっせいに電話をおかけになると自動交換

機の機能が「マヒ」しますので、切り替え後

　1～2時間は不急不用の電話はご遠慮くださ

い。　（十日町電報電話局）

　　　ごみの冬期収集にご協力を

ごみ収集区域が去る6日から冬期収集に切り

かえられました。つぎのことにご協力ください

1．ごみは必らず収集の当日指定されたステー

　ションに出してください。

2．テレピ、洗濯機、自転車等の大きなものを

　出すときは清掃課に連絡して指示を受けて

　ください。　（竜話2－3924番）
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皆
さ
ん
、
司
愛
い
い
子
供
さ
ん
の
　
　
漢
字
の
読
み
方
は
「
高
」
と
い
う
く
だ
さ
い
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出
生
届
は
お
す
み
で
し
ょ
う
か
。
　
　
字
を
「
ひ
く
い
」
と
読
む
よ
う
な
あ
　
　
届
書
の
用
紙
は
市
役
所
に
備
え
つ

　
子
供
さ
ん
が
生
ま
れ
る
と
十
四
日
り
得
な
い
読
み
万
を
し
な
い
限
り
、
　
け
て
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
お
産

以
内
に
出
生
届
を
市
役
所
に
し
な
け
音
、
訓
ま
た
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「
字
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つ
ま
り
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立
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合
っ
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お
医
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さ
ん
ま
た
は
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な
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ま
せ
ん
。
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字
の
持
っ
て
い
る
意
味
に
よ
っ
て
助
産
婦
さ
ん
か
ら
出
産
証
明
を
し
て

　
届
出
が
な
い
と
、
そ
の
子
供
さ
ん
も
よ
ろ
し
い
の
で
す
が
、
そ
の
名
前
も
ら
っ
た
う
え
、
届
出
人
（
ふ
つ
う

は
い
つ
ま
で
も
戸
籍
に
の
ら
な
い
の
が
一
生
涯
用
い
ら
れ
る
の
で
す
か
は
お
父
さ
ん
）
が
必
要
な
亭
項
を
記

で
、
入
学
、
就
職
、
結
婚
な
♪
、
の
場
ら
、
誰
れ
も
が
呼
び
や
す
い
、
そ
し
入
し
て
市
役
所
の
窓
口
に
提
出
す
れ

合
、
い
ろ
い
ろ
困
る
こ
と
が
あ
り
ま
て
書
き
や
す
い
名
前
を
つ
け
て
や
る
ぱ
よ
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の
で
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れ
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」
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、
　
「
々
」
な
ど
の
字
、
長
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を
　
「
1
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の
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を
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い
る
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が
で
き

除
く
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、
当
用
漢
字
（
人
名
用
漢
字
ま
す
。
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い
で
十
四
日
以
内
に
出
生
届
を
し
て

県の文化財に指定された

四日町神宮寺の観音様㈲
　
現
在
の
観

音
堂
の
伽
藍

は
、
神
宮
寺

四
世
守
山
良

朴
和
尚
と
真

浄
院
＋
四
世

従
展
蓬
州
和

尚
の
二
人
が

中
心
に
な
っ

て
そ
の
再
建

の
大
事
業
を

推
進
し
て
い

っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
観

音
堂
再
建
の

事
情
や
そ
の

経
過
な
ど
に

に
つ
い
て
は

資
料
が
煙
滅

し
て
そ
の
詳

細
は
ほ
と
ん

ど
分
か
ら
な

い
の
が
残
念
で
す
。

　
お
そ
ら
く
前
々
号
（
市
報
一
七
九

号
）
で
述
ぺ
た
出
雲
崎
住
人
の
山
田

む惣八
氏
が
設
計
し
棟
禦
と
な
っ
て
建

築
の
事
業
を
す
Σ
め
た
と
思
わ
れ
ま

す
。

　
観
音
堂
は
前
に
も
述
べ
ま
し
た
が

（
市
報
一
七
六
号
）
千
鳥
破
風
の
三

つ
の
切
り
妻
を
も
つ
神
社
建
築
様
式

を
そ
な
え
、
高
さ
約
十
八
メ
ー
ト

ル
、
間
口
約
九
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
約

十
一
メ
ー
ト
ル
茅
屋
根
葦
約
六
四
六

・
八
平
方
層
の
建
造
物
で
す
か
ら
、

完
成
ま
で
に
は
前
後
十
年
間
も
の
歳

月
を
要
し
ま
し
た
。

　
観
音
堂
の
上
棟
式
は
、
一
七
八
一

（
天
明
元
）
年
六
月
二
十
日
に
行
な

わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
と
は
前
述
の
真
浄
院
の
従

展
蓬
州
和
尚
が
撰
し
た
「
観
音
堂
上

架
の
頼
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
す
。

　
そ
の
中
に
は
、
臨
泉
山
神
宮
禅
寺

住
持
比
丘
守
山
、
十
方
に
募
化
し
、

大
悲
宝
殿
を
再
建
す
．

　
飯
に
吉
日
良
辰
を
択
ん
で
上
架
落

成
す
。

　
伏
し
て
願
は
く
は
、
皇
帝
万
歳
、

国
家
安
寧
、
十
日
に
一
雨
、
五
月
に

一
風
、
四
時
序
を
以
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五
殻
年
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有

り
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融
消
災
河
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火
災
、
水
害
を
け

し
と
こ
か
す
こ
と
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ら
ん
こ
と
を

　
あ
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く
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1
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獄
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餓
鬼
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畜
生
、
修
羅
、
人
間
、
天
上

の
六
つ
の
迷
界
。
六
道
1
）
の
衆
生

（
し
ゅ
う
じ
ょ
う
）
と
錐
も
、
抜
苦

受
楽
（
ば
っ
く
じ
ゅ
ら
く
ー
苦
し
み

を
抜
き
楽
し
み
を
受
け
る
）
し
十
方

の
檀
那
、
増
福
増
慧
な
か
ら
ん
や

（
原
漢
文
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
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天
明
年
間
の
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し
た
社
会
状
況
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に
し
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国
家
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の
安
寧
と

五
穀
の
豊
穣
、
災
害
の
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を
祈

り
、
庶
民
の
幸
福
を
は
か
ろ
う
と
い
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観
音
堂
再
建
の
趣
旨
が
よ
く
う
か
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わ
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ま
す
。
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世
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会
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会
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・
長
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高
専
教
授
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も
れ
な
く
申

告
を
！

　
　
農
業
委
員
遇
挙
人
名
簿

　
十
日
町
市
農
藁
委
員
会
農
業
委
員

の
選
挙
人
名
簿
を
昭
和
四
十
七
年
一

月
一
日
現
在
で
作
成
し
ま
す
。

　
申
告
書
等
は
農
事
連
絡
員
を
通
じ

配
布
し
ま
す
の
で
該
当
者
は
も
れ
な

く
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

一
、
十
日
町
市
に
住
所
を
有
す
る
者

で
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
三
十
日
現

在
で
満
二
十
才
以
上
の
者
。

二
、
田
、
畑
あ
わ
せ
て
十
1
以
上
耕

作
し
て
い
る
経
営
主
と
そ
の
親
族
ま

た
は
配
偶
者
で
あ
る
こ
と
。

三
、
経
営
主
は
耕
作
に
従
事
し
な
く

と
も
満
二
＋
才
以
上
で
あ
れ
ぱ
選
挙

権
を
有
す
る
が
、
そ
の
親
族
ま
た
は

配
偶
者
は
年
間
お
お
む
ね
六
十
日
以

上
耕
作
に
従
事
し
た
者
に
限
り
ま
す

市
役
所
で
職

場
体
操

　
市
役
所
（
本
庁
）
で
は
職
員
の
健

康
管
理
の
一
環
と
し
て
、
職
場
体
操

を
実
施
し
て
い
ま
す
．

　
毎
日
午
後
三
時
に
庁
内
放
送
を
通

じ
、
職
員
は
自
席
の
わ
き
に
立
っ
て

約
三
分
間
の
簡
易
な
体
操
で
す
。

　
こ
の
時
刻
に
市
役
所
に
お
い
で
の

市
民
の
方
々
も
、
ご
一
諸
に
し
て
み

て
は
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

年
賀
状
は
二
十
二
日
ま
で
に

　
年
賀
状
は
十
二
月
二
十
二
日
ま
で

に
お
だ
し
く
だ
さ
い
。
　
（
郵
便
番
号

を
お
忘
れ
な
く
）

　
つ
ぎ
の
こ
と
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

一
、
郵
便
受
箱
を
設
け
る
。

二
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
は
年
賀
状
が
は
い

　
る
よ
う
に
願
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
（
十
日
町
郵
便
局
）
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　　　　通算年金制度について

配偶者期閲等も通算されます……。

前号で述べましたように通算対象期間の中には、被用

者年金（共済組合あるいは厚生年金）の配偶者などで、

国民年金に任意加入できる者が任意加入しなかった期間

も通算されることになっております。

任意加入者に対する特典はつぎのとおりです。

1．国民年金以外の年金制度の加入者の配偶者期間

2．国民年金以外の公的年金制度の老令又は退職年金の受

給者又はその資格期間を満たしている者の配偶者期間

3．恩給法に基づく年金を受けることができる者及びその

者の配偶者期間

4．国民年金以外の年金制度とか戦没者遺族等援護法によ

　る障害年金が受けられる者とその配偶者期間

5．遺族年金、遺族扶助料を受けることができる者の期間

6．未帰還者留守家族等援護法に基づく留守家族手当また

は特別手当を受けることができる者の期間

ここで注意しなければならないことは、たとえば厚生

年金の加入者の妻は、国民年金に入らなくてもその期間

は通算の対象となる、いわゆるrから期間」となります

が、夫と離婚すると、その時点から国民年金の強制被保

険者となりますから、たとえ国民年金の届出をしなかっ

たとしてもそれ以後の期間は、通算の対象となりません

そして、これらの期間は、あくまでも昭和36年4月1日

以後の期間に限られます。

　（保険料のかけ捨ての防止になります。）

　このように、国民年金に加入しなかった期間も通算対

象期間としたのは、若いとき厚生年金に加入し、結婚し

て厚生年金加入者の配偶者になったような場合、厚生年

金の期間が無駄にならないよう、前の厚生年金の期間と

後の配偶者期間を合算します。

一生どの年金制度にも加入せずに厚生年金等の配偶者期

間のみで終る場合は、通算する相手がないので問題はあ

りません。

　このように保険料のかけ捨てということがなくなり、

各制度に加入した期間に見合う年金が、通算老令年金と

して支給されるしくみになっているわけです．

　「通算老令年金」を受けるための基礎になる通算対象

期間、またそれにはどんな期間があるかということがお

わかりいただけると思います。

次回から、これらの期間はいかにして計算されるか、

あるいは、年金を受けるためにはどんな支給要件がある

か、についてのべたいと思います。

　　　国民年金写真コンクールにご応募を

新潟県国民年金協会は国民年金普及推進月間の一還と

して、国民年金写真コンクールをつぎのとおり実施しま

すので多数ご応募ください。

■題材　国民年金と県民生活とのつながりをテーマとし

て、その断片をとらえたもの（サイズはキヤビネ以上）

■応募方法　（1）作品は未発表のものに限ります。（2）応募

作品の裏面に必要データー、題名、説明等を簡単に記

載し、また応募者の住所、職業、年令、性別、氏名を

記入してください。

■応募資格　県内在住者に限る

■締切り　昭和47年1月20日

ロ送り先　新潟市学校町一番町、〒951、新潟県民生部

　国民年金課
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